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床下部分の高さの算定方法
                     
・
 
床面から根太を受ける部材（大引き若しくは梁又はこれらを受ける部材）の下端までの高さとする。
 
・
 
最高の高さによる。
 
・床下部分に天井を設けた場合においても、構造部材の位置により高さを算定する。
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床下部分の高さの限度
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床下部分の高さは、どの部分においても、高さの限度以内であること。
 
凡例
  
高さは、各図共通
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床下部分の高さの限度＝１．８ｍ又は知事が指定した垂直積雪量
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床下部分の高さの限度＝１．８ｍ又は知事が指定した垂直積雪量
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ｈ３は、床下部分の外周部であることから、床下部分の高さの算定において、対象としない。高さの限度を超えることができる。
 
床下部分の外周部（外壁に相当する部分）については、床下部分の高さの算定において、対象としない。
  
外周部は、高さの限度を超えることができる。


